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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定者の活動量を取得する活動量取得手段と、
　活動量に関する指標を取得する指標取得手段と、
　取得される指標を出力する指標出力手段と、を備え、
　前記指標取得手段は、
　単位期間において取得される活動量と同じ量の活動をする人の標準的な年齢によって表
される活動年齢を、被測定者の身体情報を用いて取得する活動年齢取得手段を、含み、
　取得される活動量に基づき、活動年齢を目標活動年齢に到達させるための前記指標を取
得する、活動量計。
【請求項２】
　前記身体情報は、被測定者の基礎代謝量を含む、請求項１に記載の活動量計。
【請求項３】
　前記活動量取得手段は、活動量として被測定者の消費カロリーを取得する消費カロリー
取得手段を、含み、
　前記活動年齢取得手段は、
　単位期間において取得される消費カロリーと同じ量を消費する人の標準的な年齢によっ
て表される活動年齢を、被測定者の身体情報を用いて取得する、請求項１または２に記載
の活動量計。
【請求項４】
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　前記活動量取得手段は、活動量として被測定者の運動強度を取得する運動強度取得手段
を含み、
　前記消費カロリー取得手段は、
　前記運動強度取得手段によって取得される単位期間の運動強度と前記身体情報から、当
該単位期間における消費カロリーを取得する、請求項３に記載の活動量計。
【請求項５】
　前記指標取得手段は、
　前記目標活動年齢の人が単位期間にする活動量の総量を表す目標活動量を取得する目標
活動量取得手段と、
　取得される目標活動量を用いて指標を取得する、請求項１から４のいずれかに記載の活
動量計。
【請求項６】
　前記指標取得手段は、
　単位期間内において前記活動量取得手段によって取得される被測定者の活動量と、前記
目標活動量取得手段が取得する目標活動量とを比較し、比較結果に基づき前記指標を取得
する、請求項５に記載の活動量計。
【請求項７】
　前記指標取得手段は、
　前記活動量取得手段によって取得される単位期間の開始から途中までの活動量を表す途
中活動量と、前記目標活動量取得手段が取得する目標活動量との差分を算出し、算出した
差分に基づき前記指標を取得する、請求項６に記載の活動量計。
【請求項８】
　単位期間は、複数の時間帯からなり、
　前記活動量取得手段によって取得された活動量の各時間帯の代表値が、当該時間帯に対
応して記憶される記憶手段を、さらに備え、
　前記指標取得手段は、
　前記記憶手段の時間帯毎に記憶されている代表値と、前記途中活動量とを用いて単位期
間における予測活動量を取得する手段を、含み、
　取得される予測活動量と被測定者の身体情報とを用いて取得される活動年齢を表す予測
活動年齢を、前記指標として取得する、請求項７に記載の活動量計。
【請求項９】
　前記指標取得手段は、
　前記予測活動年齢の人の単位期間における標準的な活動量を取得し、
　取得する標準的な活動量から、単位期間の開始から途中までの標準途中活動量を算出す
し、
　算出される前記標準途中活動量と、被測定者の前記途中活動量とを比較し、比較結果に
基づき前記指標を取得する、請求項８に記載の活動量計。
【請求項１０】
　前記指標取得手段は、
　前記活動量取得手段により取得される被測定者の或る時間帯の活動量と、前記記憶手段
に記憶される同一の時間帯に対応の活動量の代表値とを比較し、比較結果に基づき前記指
標を取得する、請求項８または９に記載の活動量計。
【請求項１１】
　プロセッサを用いて被測定者の活動量を管理する活動量管理方法であって、
　被測定者の活動量を取得するステップと、
　活動量に関する指標を取得するステップと、
　取得される指標をディスプレイに出力するステップと、を備え、
　前記指標を取得するステップでは、
　単位期間において取得される活動量と同じ量の活動をする人の標準的な年齢によって表
される活動年齢を、被測定者の身体情報を用いて取得するステップを、含み、
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　取得される活動量に基づき、活動年齢を目標活動年齢に到達させるための前記指標を取
得する、活動量管理方法。
【請求項１２】
　プロセッサに活動量管理方法を実行させるためのプログラムであって、
　前記活動量管理方法は、
　被測定者の活動量を取得するステップと、
　活動量に関する指標を取得するステップと、
　取得される指標をディスプレイに出力するステップと、を備え、
　前記指標を取得するステップでは、
　単位期間において取得される活動量と同じ量の活動をする人の標準的な年齢によって表
される活動年齢を、被測定者の身体情報を用いて取得するステップを、含み、
　取得される活動量に基づき、活動年齢を目標活動年齢に到達させるための前記指標を取
得する、プロセッサに活動量管理方法を実行させるためのプログラム。
【請求項１３】
　被測定者の活動量を測定する測定装置と、情報処理装置とを備える活動量管理システム
であって、
　前記測定装置は、
　被測定者の活動量を取得する活動量取得手段と、
　取得した活動量を前記情報処理装置に送信する手段と、を含み、
　前記情報処理装置は、
　前記測定装置から送信される活動量を受信する手段と、
　受信した活動量に関する指標を取得する指標取得手段と、
　取得される指標を出力する指標出力手段と、を備え、
　前記指標取得手段は、
　単位期間において取得される活動量と同じ量の活動をする人の標準的な年齢によって表
される活動年齢を、被測定者の身体情報を用いて取得する活動年齢取得手段を、含み、
　取得される活動量に基づき、活動年齢を目標活動年齢に到達させるための前記指標を取
得する、活動量管理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は被測定者の身体の活動量を測定する活動量計に関し、特に、身体活動量に関す
る指標を出力する活動量計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　活動量計としては、特許文献１と２には、加速度センサを利用して身体活動の運動強度
または消費カロリーを計測する方法が示される。特許文献１の活動量計では、加速度セン
サの出力信号から、一定時間ｔｗにおける加速度の標準偏差Ｓｗが算出され、予め用意さ
れた換算式を用いて標準偏差Ｓｗから運動強度ｗｉが算出される。また、特許文献２の装
置では、３軸の加速度からベクトル合成によって運動質量の力積が計算され、運動種類に
対応して力積から消費エネルギーが計算される。運動種類は、ベクトル合成による力積と
、前後、左右、上下方向の力積との比に基づいて判定される。
【０００３】
　特許文献３では、消費エネルギー履歴と基準データとを比較して、ユーザの活動状態が
どの年代の活動パターンに相当するかが算出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２０４４４６号公報
【特許文献２】特開２００１－２５８８７０号公報
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【特許文献３】特開２０１０－１７５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　活動量計のユーザは、身体活動量について自己満足に陥ることなく、他人との比較にお
いて身体活動量の指標を提示して欲しいとの要望がある。この点で、特許文献１または２
の活動量計では、被測定者の活動量を消費カロリーとして出力するが、消費カロリーが多
いのか少ないのか、また、何歳ぐらいの人の消費カロリーに相当するのかわかりにくい。
【０００６】
　特許文献３では、ユーザの活動状態がどの年代の活動パターンに相当するかが算出され
るが、目標とする活動パターンを達成するための活動に関する指標が提示されない。
【０００７】
　それゆえに、この発明の目的は、活動年齢の目標を達成するための指標を出力する活動
量計を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、被測定者の活動量を取得する活動量取得手段と、活動量に関する指標を取得
する指標取得手段と、取得される指標を出力する指標出力手段と、を備え、指標取得手段
は、単位期間において取得される活動量と同じ量の活動をする人の標準年齢を表す活動年
齢を、被測定者の身体情報を用いて取得する活動年齢取得手段を、含み、取得される活動
量に基づき、活動年齢の目標を達成するための指標を取得する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、被測定者から取得される活動量に基づき、活動年齢の目標を達成するための
指標を取得して出力することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態に係る歩数計の外観と装着態様を説明する図である。
【図２】実施の形態に係るシステムのハードウェア構成を示す図である。
【図３】実施の形態に係る歩数計の機能構成図である。
【図４】実施の形態に係るメモリの記憶内容例を示す図である。
【図５】実施の形態に係る被測定者の消費カロリーの変化を示すグラフである。
【図６】実施の形態に係る換算テーブルの一例を示す図である。
【図７】実施の形態に係る処理フローチャートである。
【図８】実施の形態に係る活動年齢の表示例を示す図である。
【図９】実施の形態に係る目標活動年齢に関する指標の表示例を示す図である。
【図１０】実施の形態に係る予測活動年齢の表示例を示す図である。
【図１１】実施の形態に係る生活パターンに従う表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。なお、以下に示す
実施の形態においては同一または対応する部分に図中同一の符号を付し、その説明は繰返
さない。
【００１２】
　本実施の形態では、活動年齢とは、単位期間において活動した場合の運動強度または消
費カロリーなどで表される活動量の総量と同じ量の活動を、同一の期間でする人の標準的
（または平均的）年齢を表している。ここでは、単位期間を、１日としているが１日に限
定されるものではない。
【００１３】
　また、実年齢とは、暦に従う年齢（生まれた時から数えた年齢）を指す。
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　本実施の形態では、身体の活動強度を指す指標としてＭＥＴｓ（ＭＥＴs：Medical Eva
ngelism Training & Strategies）を用いる。ＭＥＴｓとは、身体活動の強さを、安静時
の何倍に相当するかで表す単位であり座って安静にしている状態が１ＭＥＴｓ、普通歩行
が３ＭＥＴｓに相当する。
【００１４】
　また、エクササイズ(Ex)とは身体の活動量を表す単位であり、身体の活動強度(ＭＥＴ
ｓ)に身体活動の実施時間(時：Hour)をかけたものである。
【００１５】
　本実施の形態では、活動量計として歩数計を例示するが、歩数計に限定されない。つま
り、運動（歩行を含む）や生活活動（たとえば、掃除機をかける、荷物運び、炊事など）
を含む身体活動による活動量を測定することができる機能を有する装置であればよい。歩
数計は複数の被測定者により共用可能であるが、ここでは説明を簡単にするために使用す
る被測定者は１人であると想定する。
【００１６】
　図１の（Ａ）を参照して、活動量計としての歩数計１００は、携行が可能な小型の本体
ケーシングを有しており、本体ケーシングは、ケース本体１１０とカバー体１２０とクリ
ップ体１３０とに分割されている。
【００１７】
　ケース本体１１０は、カウントされた歩数、運動強度、活動年齢などの各種情報が表示
可能なディスプレイ２０および被測定者による操作を受け付けるための各種のボタンを有
する操作部３０が設けられた表示面を有する。操作部３０は、活動年齢の出力を要求する
ために被測定者が操作するボタン３１を含む。
【００１８】
　ケース本体１１０の下端とカバー体１２０とは、接合部分を軸に回転可能に連結され、
該接合部分の回転によって、歩数計１００は開状態または閉状態となる。カバー体１２０
の、ケース本体１１０の表示面に相対する面とは反対側の面に、クリップ体１３０が設け
られる。クリップ体１３０により、図１の（Ｂ）に示されるような、被測定者の腰部や腹
部等への歩数計１００の装着が可能となる。
【００１９】
　図２には、歩数計１００を含むシステムのハードウェア構成が示される。歩数計１００
は、全体を制御するためのＣＰＵ（Central Processing Unit）１０、ディスプレイ２０
、操作部３０、加速度センサとＭＰＵ（Micro-Processing Unit）を含む加速度センサ部
４０、ＣＰＵ１０で実行されるプログラム、データなどを記憶するためのメモリ５０、外
部装置と無線または有線により通信するための通信Ｉ／Ｆ（Interfaceの略）６０、電池
等の電源７０、音声を出力するための音声出力部８０、および計時して時間データを出力
するタイマ９０を含む。
【００２０】
　歩数計１００は、通信Ｉ／Ｆ６０を介して外部の装置２００および３００と無線または
有線により通信する。装置２００は、たとえば携帯型端末（ＰＤＡ（Personal Digital A
ssistant）、携帯電話など）に相当し、装置３００は、被測定者の体重および体組成を測
定する機能を有する。
【００２１】
　装置２００は、ＣＰＵ２０１、メモリ２０２、出力部２０３、入力部２０４、通信Ｉ／
Ｆ２０５、およびＣＤ－ＲＯＭ（compact disk read only memory）２０６のデータをア
クセスするためのデバイスドライバ２０７を含む。デバイスドライバ２０７は、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ２０６が着脱自在に装着されて、装着されたＣＤ－ＲＯＭ２０６のデータ（プログラ
ムを含む）を読出し、または、装着されたＣＤ－ＲＯＭ２０６にデータを書き込む。
【００２２】
　装置３００は、被測定者の身長、体重および体脂肪などを測定する体重・体組成測定部
３０１、これら測定された情報を外部に送信するための通信Ｉ／Ｆ３０２、およびタイマ
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３０３を含む。測定された体重と体組成情報とは、タイマ３０３が計時する測定時間を指
す計時データがそれぞれ付加された体重データと体組成データとして、通信Ｉ／Ｆ３０２
および６０を介し、歩数計１００に送信される。
【００２３】
　図３には、ＣＰＵ１０の制御の下に動作する機能の構成が示される。機能として、被測
定者の身体の活動量を取得するための活動量取得部１１、目標活動年齢の人が単位期間に
おいて消費する目標消費カロリーを取得するための目標消費カロリー取得部１４、活動量
に関する指標を取得するための指標取得部１５、および各種の情報を出力する出力処理部
１７を含む。
【００２４】
　活動量取得部１１は、被測定者の運動強度を取得する運動強度取得部１２、および活動
量に基づく消費カロリーを算出するための活動消費カロリー算出部１３を含む。指標取得
部１５は、活動年齢を取得するための活動年齢取得部１６を有する。出力処理部１７は、
被測定者に対して活動量に関する指標を出力するための指標出力部１８を有する。
【００２５】
　図３の各部は、プログラム、またはプログラムと回路モジュールの組み合わせに相当す
る。
【００２６】
　活動量取得部１１は、加速度センサ部４０からの運動強度の入力とタイマ９０からの時
間データの入力とを受付ける。加速度センサ部４０からの運動強度を指す活動強度と、タ
イマ９０からの時間データとを関連付けた活動強度データＭｉ（後述する）を取得し、取
得した活動強度データＭｉを、メモリ５０に格納する。活動強度に関連付けされた時間デ
ータは、測定された活動の実施日時を指す。
【００２７】
　加速度センサ部４０は、一般的な歩数計による歩数の測定と同様に歩数を測定する。加
速度センサは、歩数計１００に加えられる加速度を検出する。検出した加速度は電圧信号
として導出される。ＭＰＵは、加速度センサからの出力信号を処理する。たとえば、加速
度センサから逐次出力される信号に基づき、しきい値以上の加速度が検知された場合に、
その回数を１歩としてカウントするように処理する。
【００２８】
　（運動強度の算出）
　加速度センサ部４０のＭＰＵは、測定動作として、予め規定されている所定の時間間隔
（たとえば２０秒間隔等）で、加速度センサから入力する加速度信号に基づき測定された
加速度データを用いて、所定時間毎の運動強度（単位：ＭＥＴｓ）を算出する。運動強度
の具体的な算出方法は、出願人による特開２００９－２８３１２号公報に開示されている
手法など、公知の手法を用いて算出することができる。
【００２９】
　運動強度は、歩行のピッチ（所定時間毎の歩数）および予め入力されている被測定者の
身長に依存する、身体活動の強さを表わす指標である。たとえば、安静にしている状態は
１ＭＥＴｓに相当し、普通歩行（４ｋｍ／時）は３ＭＥＴｓに相当し、掃除機をかけるは
３．５ＭＥＴｓに相当し、ジョギングは７ＭＥＴｓに相当する（健康づくりのための運動
指針「エクササイズガイド２００６」(厚生労働省））。
【００３０】
　（消費カロリーの算出）
　活動消費カロリー算出部１３は、被測定者の活動による消費カロリーを次の式に従って
算出する。消費カロリー（ｋｃａｌ）＝運動強度(ＭＥＴｓ）×体重（ｋｇ）×運動継続
時間（ｈ）×１．０５（厚生労働省　健康づくりのための運動指針「エクササイズガイド
２００６」より）。運動強度と運動継続時間は活動強度データＭｉから取得でき、体重は
後述する体格データ５７から取得できる。
【００３１】
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　また、活動量取得部１１は、活動強度(ＭＥＴｓ)に身体活動の実施時間(時：Hour)をか
けることにより、身体の活動量（単位：Ｅｘ）を算出する。
【００３２】
　活動年齢取得部１６が被測定者の活動量に基づき、活動年齢を取得する。活動年齢は、
演算式を用いて換算することにより算出でき、または、換算テーブルを検索することで取
得できる。
【００３３】
　活動年齢の算出に用いる換算式は、パラメータ（変数）と係数を含む。パラメータには
、被測定者の基礎代謝量を有する身体情報を含む。活動年齢取得部１６は、係数を可変に
決定することができる。
【００３４】
　図４には、メモリ５０の記憶内容が例示される。図４を参照してメモリ５０は、活動強
度データＭｉ（ｉ＝１、２、３、…ｎ）が格納される領域Ｅ１、被測定者が操作部３０を
操作して設定した目標の活動年齢を指す目標活動年齢５１が格納される領域Ｅ２、および
領域Ｅ３を含む。活動強度データＭｉは、生活活動または運動などで測定された活動強度
と、対応の測定時間とを含む。
【００３５】
　領域Ｅ３には、被測定者の活動量から算出された消費カロリー５２、算出された基礎代
謝量５３、取得される予測活動年齢５４、および消費カロリーを活動年齢に換算するため
に参照される換算テーブル群５５が格納される。さらに、被測定者の実年齢データ５６、
被測定者の体重、身長などを含む体格データ５７、消費カロリーの時系列に従った変化を
指す消費カロリー履歴データ５８および被測定者の性別を指す性別データ５９が格納され
る。被測定者の身体に固有の特徴を表す身体情報には、実年齢データ５６、体格データ５
７、性別データ５９および基礎代謝量５３などが含まれる。
【００３６】
　図５には、被測定者の単位期間における単位時間帯（ここでは、１時間の時間帯）毎の
消費カロリー（kcal）が棒グラフで示される。図５のデータは領域Ｅ３の消費カロリー履
歴データ５８を表す。消費カロリー履歴データ５８は、活動消費カロリー算出部１３によ
り生成される。具体的には、活動消費カロリー算出部１３は、たとえば過去１ヶ月分の活
動強度データＭｉに基づき、１日の単位時間帯毎（０：００，・・・７：００，８：００
，・・・２２：００,・・・２４：００の各時間毎）の活動強度の１ヶ月分の平均値を算
出する。そして、単位時間毎の当該平均値を用いた上述の算出式に従い当該単位時間の消
費カロリーを算出する。このように算出される単位時間毎の過去１ヶ月分の平均消費カロ
リーを単位消費カロリーと称する。活動消費カロリー算出部１３は、算出される単位消費
カロリーを、単位時間毎に対応付けて消費カロリー履歴データ５８として領域Ｅ３に格納
する。
【００３７】
　消費カロリー履歴データ５８は毎日更新される。活動消費カロリー算出部１３は、たと
えば毎日２４：００に単位消費カロリーを算出し、算出結果を用いて消費カロリー履歴デ
ータ５８を更新する。
【００３８】
　ここでは、単位時間帯を１時間長さとしたが、長さは１時間に限定されるものではない
。また、単位時間毎の消費カロリーの平均を記憶したが、記憶する消費カロリーは平均に
限定されず、代表値であればよく、たとえば最頻値、または中央値などであってよい。
【００３９】
　（活動年齢の算出）
　活動年齢取得部１６による活動年齢の算出手順について説明する。
【００４０】
　まず、基本となる活動年齢の算出式の導出について説明する。被測定者の理論上の１日
の基礎代謝量は（式１）で算出できることが知られている。
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【００４１】
　基礎代謝理論値=(0.0481×W+0.0234×H-0.0138×R-0.5473×F+0.1238)×239 （式１）
ただし、Wは体重、Hは身長、Rは実年齢、およびFは性別を指す。Wの体重の単位はｋｇを
指し、Hの身長の単位はｃｍを指す。Fは男の場合は１を指し、女の場合は２を指す。（式
１）に従うと、実年齢：Rは（式２）で表される。
【００４２】
　R=(基礎代謝理論値/239-0.1238-0.0481×W-0.0234×H+0.5473×F)/(-0.0138) （式２）
　ここで、被測定者の１日の身体活動レベルＰＡＬ（PAL：Physical Activity Level）は
、１日の総消費カロリー（単位：kcal）/１日の基礎代謝量（単位：kcal）から算出され
ることが知られており、活動量が“ふつう”であれば身体活動レベルＰＡＬは１．６～１
．９であることが知られている。ここでは、その代表値として中間値である１．７５を採
用する。したがって、標準レベルの総消費カロリー[kcal/日]=基礎代謝理論値[kcal/日]
×1.75の関係式が成立するので、被測定者の活動年齢を求めるために、この関係式から、
基礎代謝比較値=実際の総消費カロリー/1.75（式３）を導出できる。発明者らは、（式１
）～（式３）に従うと、活動年齢算出の基本式である（式４）を導出できるとの知見を得
た。
【００４３】
　活動年齢[歳]
={(実際の総消費カロリー[kcal/日]/1.75)/239-0.1238-0.0481×W-0.0234×H+0.5473×F}
/(-0.0138) （式４）
　上述の（式１）～（式４）の体重Wと身長Hはメモリ５０から読出される体格データ５７
により指示されて、性別Fもメモリ５０から読出される性別データ５９により指示される
。
【００４４】
　活動年齢は、上述の（式４）を用いた演算に替えて、換算テーブル群５５を検索するこ
とにより取得されてもよい。ここで、換算テーブル群５５には、身長H、体重Wおよび性別
Fの組毎に、換算テーブルが含まれる。各組に対応の換算テーブルは、（式３）に従って
算出される基礎代謝の各値に対応付けて活動年齢が格納される。
【００４５】
　図６には、換算テーブルの一例が示される。図６では、被測定者の身長が１７０ｃｍ，
体重が６０ｋｇおよび性別が男である場合の換算テーブルが、横軸に活動年齢をとり、縦
軸に（式３）による基礎代謝量をとった１次関数のグラフとして示される。活動年齢取得
部１６は、メモリ５０の実年齢データ５６、体格データ５７および性別データ５９に基づ
き換算テーブル群５５を検索して、対応する換算テーブル（図６）を読出す。また、活動
年齢取得部１６は、活動消費カロリー算出部１３が算出した総消費カロリーから基礎代謝
量を算出する。たとえば、総消費カロリーが２４８５kcalである場合には、（式３）によ
り基礎代謝量は１４２０kcalと算出される。活動年齢取得部１６は基礎代謝（１４２０kc
al）に基づき図６の換算テーブルを検索することにより、活動年齢として３７歳を取得で
きる。
【００４６】
　なお、図６の換算テーブルは、European Journal of Clinical Nutrition (2007), 1-6
Ganpule AA, et al. Interindividual variability in sleeping metabolic rate in Jap
anese subjects.を元に算出したものである。
【００４７】
　（処理フローチャート）
　図７には、本実施の形態に係る処理フローチャートが示される。この処理フローチャー
トに従う処理は、ＣＰＵ１０が、メモリ５０から所定プログラムを読出し、読出したプロ
グラムの各命令を実行することにより実現される。図７のフローチャートに従って被測定
者の活動年齢の算出について説明する。
【００４８】
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　なお、被測定者は、基本的に起床してから就寝までの間は、言換えると７：００～２２
：００までの期間は歩数計１００を携行していると想定する。したがって、メモリ５０の
領域Ｅ１には十分な件数の活動強度データＭｉが格納されていると想定する。
【００４９】
　（１日の消費カロリーによる活動年齢の提示）
　被測定者は１日の活動量から活動年齢を知りたい場合、就寝時に操作部３０のボタン３
１を操作すると、ＣＰＵ１０は当該操作を受付ける。具体的には、当該ボタン３１が操作
により操作部３０から出力される操作信号に基づき、ＣＰＵ１０は図７の処理を開始する
。処理が開始されると、活動量取得部１１は、メモリ５０の領域Ｅ１から読出す活動強度
データＭｉに基づき、本日分すなわち今日の００：００から現時点（２２：００）までの
活動量を取得する（ステップＳ３）。続いて、活動消費カロリー算出部１３は、取得され
た活動量に基づき、被測定者の消費カロリーを算出し（ステップＳ５）、活動年齢取得部
１６は、被測定者の単位期間の基礎代謝量を算出する（ステップＳ７）。
【００５０】
　活動年齢取得部１６は、算出された消費カロリーおよび基礎代謝量を用いて（式４）に
従って活動年齢を算出する（ステップＳ７）。または換算テーブルを検索して活動年齢を
取得する。活動年齢取得部１６は、取得された活動年齢を、出力処理部１７に与える。出
力処理部１７の指標出力部１８は、与えられた活動年齢をディスプレイ２０に表示し、ま
たは音声出力部８０を介し出力する（ステップＳ１１）。
【００５１】
　このときのディスプレイ２０の表示例が図１の（Ａ）に示される。図１の（Ａ）では、
算出された消費カロリーとともに、取得された活動年齢が表示される。被測定者は、表示
された活動年齢が実年齢を指す、または実年齢に近いと判断した場合には、活動（運動）
量が適当であることを知ることができ、実年齢を大きく超えていると判断すれば活動（運
動）量が足りないと知ることができる。
【００５２】
　活動年齢は図８のように表示してもよい。図８では、活動年齢が被測定者の実年齢以下
であれば“ＯＫ”のメッセージ２１が、活動年齢が実年齢よりも大きければ“ＮＧ”のメ
ッセージが併せて表示される。
【００５３】
　したがって、図１の（Ａ）または図８の出力によれば、被測定者に対して１日の活動量
が適当であるかを判断するための指標を提示することができる。被測定者は、指標を確認
することで、活動量を増やそう、または現在の活動量を維持しようという動機付けを得る
ことができる。
【００５４】
　ここでは、図７の処理は、ボタン３１の操作に応じて開始するとしたが、開始のタイミ
ングはこれに限定されず、たとえばタイマ９０が毎日所定時間を計時すると、ＣＰＵ１０
が処理を開始するようにしてもよい。
【００５５】
　（目標活動年齢による指標の提示）
　ＣＰＵ１０は、活動年齢を目標活動年齢５１に到達させるための活動量の指標を、消費
すべきカロリー量として提示するようにしてもよい。
【００５６】
　本実施の形態では、被測定者が操作部３０を操作することにより、目標活動年齢による
指標の提示を要求した場合には、活動年齢が目標活動年齢に達するために被測定者が、た
とえば１週間で消費すべき平均的な消費カロリー量（以下、消費カロリーＷＣと称する）
を、活動量の指標として算出し出力する。
【００５７】
　まず、目標消費カロリー取得部１４は、消費カロリーＷＣを、上述した標準レベルの総
消費カロリー[kcal/日]=基礎代謝理論値[kcal/日]×1.75の関係式、目標活動年齢５１お
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よび図６のグラフに示す換算テーブルに従って算出する。具体的には、メモリ５０から読
出す目標活動年齢５１に基づき図６の換算テーブルを検索し、換算テーブルから対応する
基礎代謝量を読出し、当該基礎代謝量と上述の関係式から標準レベルの総消費カロリー[k
cal/日]の値を算出し、この算出値を用いて（算出値×７（日））により消費カロリーＷ
Ｃを算出して出力する。また、単位期間を１週間から１日に変更して、（当該算出値÷（
１．０５×３ＭＥＴｓ×体重（ｋｇ））×６０分÷７）より、消費カロリーＷＣを、被測
定者がたとえば３ＭＥＴｓの運動強度で活動した場合の１日当たりの運動時間（単位：分
）を算出して出力するようにしてもよく、１日当たりの消費すべきカロリーを、ＷＣ÷７
により算出して出力してもよい。このように、１日当たりの運動時間（単位：分）により
１日の目標の消費カロリー量が間接的に提示され、ＷＣ÷７の算出により直接的に提示さ
れる。
【００５８】
　他の提示態様として、目標年齢を達成するために、その後に消費するべきカロリー量ま
たは活動量、すなわち活動するべき時間を提示するようにしてもよい。これを、１週間を
日曜から土曜までと想定した場合について説明する。説明を簡単にするために、被測定者
は３ＭＥＴｓで活動すると想定する。
【００５９】
　操作部３０が操作されて要求が入力されると、活動消費カロリー算出部１３は、今週の
日曜日から現時点、すなわち要求が入力された時点までの活動による消費カロリー（以下
、消費カロリーＣＣと称する）を算出する。具体的には、活動強度データＭｉに基づき、
活動強度と運動継続時間を取得し、上述の（消費カロリー（ｋｃａｌ）＝運動強度(ＭＥ
Ｔｓ）×体重（ｋｇ）×運動継続時間（ｈ）×１．０５）の式に従って算出する。
【００６０】
　そして、指標取得部１５は、消費カロリーＷＣから消費カロリーＣＣを減じる。その結
果の値は、今週の残り日数（現在から今週末日までの残り期間）で消費するべきカロリー
（以下、消費カロリーＲＣという）を表し、これを活動量の指標として取得する。また、
本日運動すべき時間（分）が、（消費カロリーＲＣ÷（残り日数）÷（１．０５×３METs
×体重（ｋｇ））÷６０分）により算出される。このようにして算出された活動量の指標
（消費カロリーＲＣ、および本日運動すべき時間（分））は、指標出力部１８によりディ
スプレイ２０に表示され、または音声出力部８０から出力される。
【００６１】
　図９には、この場合のディスプレイ２０の表示例が示される。図９では、消費カロリー
ＲＣ（５６４７kcal）、本日運動すべき時間（７５分）、および活動年齢（３８歳）が表
示される。併せて、被測定者が設定した目標活動年齢５１が表示されてもよい。
【００６２】
　（予測活動年齢による指標の提示）
　ＣＰＵ１０は、被測定者の過去の消費カロリーのデータから、当日の予測消費カロリー
を取得し、予測消費カロリーから取得する活動年齢を、予測活動年齢５４として算出し、
メモリ５０の領域Ｅ３に格納する。
【００６３】
　本実施の形態では、被測定者が操作部３０を操作することにより、予測活動年齢による
指標の提示を要求した場合には、活動消費カロリー算出部１３は、本日の現時点、すなわ
ち要求が入力された時点までの活動による消費カロリー（以下、消費カロリーＴＣと称す
る）を算出する。具体的には、本日の活動強度データＭｉに基づき、運動強度と運動継続
時間を取得し、上述の（消費カロリー（ｋｃａｌ）＝運動強度(ＭＥＴｓ）×体重（ｋｇ
）×運動継続時間（ｈ）×１．０５）の式に従って算出する。
【００６４】
　次にメモリ５０の領域Ｅ３の消費カロリー履歴データ５８を、タイマ９０の現在時間に
基づき検索する。そして、検索結果から、現在時間以降の各時間の消費カロリーの総和を
算出し、総和消費カロリーを消費カロリーＴＣに加算する。その加算結果の消費カロリー
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は本日の予測消費カロリーを指す。指標取得部１５は、予測消費カロリーから、上述した
手順に従って活動年齢を算出する。このようにして、被測定者の前日までの平均消費カロ
リーから本日このまま過ごしたら活動年齢が何歳になるかが推定される。
【００６５】
　推定された活動年齢は、予測活動年齢５４を表し、メモリ５０に格納されるとともに、
指標出力部１８によりディスプレイ２０に表示され、または音声出力部８０から出力され
る。
【００６６】
　図１０には、この場合のディスプレイ２０の表示例が示される。図１０では、消費カロ
リーＴＣおよび予測活動年齢それぞれが、２６４７kcalおよび３８歳として表示されてい
る。
【００６７】
　（予測活動年齢に対する活動ペースの指標提示）
　指標取得部１５は、被測定者が予測活動年齢の総消費カロリーに対して、どれだけのペ
ースでカロリーを消費しているかを表す指標を取得してもよい。当該指標は図１０の矢印
のマーク２２で出力される。
【００６８】
　具体的には、取得された予測活動年齢、図６の換算テーブルおよび式３から、予測活動
年齢の人の標準的な総消費カロリーＳＣを算出する。そして、その人の場合の現時点まで
の消費カロリーを算出する。つまり、７：００～２２：００までの期間と、タイマ９０が
計時する現在時間と、総消費カロリーＳＣから、７：００から現在時間までの期間に相当
する消費カロリーを算出する。そして、この算出した消費カロリー（ここでは、標準途中
消費カロリーＣ１とする）と、被測定者の本日の活動強度データＭｉを用いて算出される
本日の７：００から現在時間までの消費カロリー（ここでは、途中消費カロリーＣ２とす
る）とを比較する。指標取得部１５は、比較結果、（Ｃ１＞Ｃ２）の条件成立を判定する
と“運動のペースアップ”のデータを出力し、（Ｃ１＜Ｃ２）の条件成立を判定すると“
運動のペースダウン”のデータを出力する。
【００６９】
　指標出力部１８は、指標取得部１５から出力される“運動のペースアップ”に基づき、
上向きの矢印のマーク２２を出力し、被測定者に対して運動のペースアップを促す。また
、出力される“運動のペースダウン”に基づき、下向きの矢印のマーク２２を出力し、被
測定者に対して運動のペースを落すように促す。
【００７０】
　なお、マーク２２の矢印の向きは、予測活動年齢５４と被測定者による目標活動年齢５
１との比較により決定してもよい。つまり、予測活動年齢５４が目標活動年齢５１よりも
高いときは、目標を達成できるように“運動のペースアップ”を促す上向きに、低いとき
はハイペースとなりすぎないようアドバイスする下向きにしてもよい。
【００７１】
　（生活パターンによる活動年齢の指標提示）
　被測定者の過去の消費カロリーの変化を指す消費カロリー履歴データ５８が示すある時
間帯の活動量と、本日の同時間帯の活動量とを比較し、比較結果に基づき指標出力部１８
は、活動に関する指標を出力するようにしてもよい。指標出力部１８によるディスプレイ
２０における表示例が図１１に示される。図１１では、現在時間（９：２０）、現在時間
までの消費カロリー（６４７kcal）、上述の予測活動年齢（３８歳）および矢印のマーク
２３が表示される。
【００７２】
　具体的には、指標取得部１５は活動強度データＭｉから現在時間帯（９時の時間帯）の
消費カロリーを算出する。算出した消費カロリーと、消費カロリー履歴データ５８から読
出した現在と同一時間帯の消費カロリーとを比較する。比較結果、（算出消費カロリー＞
読出した消費カロリー）の条件が成立すると、マーク２３の矢印は上向きとなり、（算出
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消費カロリー＜読出した消費カロリー）の条件が成立すると、マーク２３の矢印は下向き
となる。
【００７３】
　このようにタイマ９０が計時する現在時間が属する時間帯の消費カロリーが、過去の同
一時間帯における平均消費カロリーよりも多いか、または少ないかの活動量の指標を提示
することができる。
【００７４】
　（変形例）
　上述した指標に関する処理は、装置２００で実施されてもよい。つまり、装置２００は
、領域Ｅ２とＥ３の必要データをメモリ２０２に格納しており、歩数計１００から活動強
度データＭｉを受信する。これにより、ＣＰＵ２０１は、これらデータを用いて上述の算
出手順で活動年齢および各種指標を算出して、出力部２０３に出力する、または歩数計１
００に送信してディスプレイ２０に表示させる。
【００７５】
　活動強度は、上述した加速度信号に従い検出される体動に基づき算出する方法に代替し
て、被測定者から検出する心拍数と所定の演算式とを用いて算出する方法であってもよい
。
【００７６】
　また、基礎代謝量は（式１）を用いて算出するとしたが、算出方法はこれに限定されな
い。たとえば、体重・体組成測定部３０１により測定された体組成情報から算出するよう
にしてもよい。体組成情報から算出する方法としては、体重・体組成測定部３０１により
測定された除脂肪量から簡易的に基礎代謝量を算出することができる。この場合、基礎代
謝量＝Ａ×ＦＦＭ＋Ｂの式に従って算出できる（ＦＦＭ：除脂肪量、Ａ，Ｂ：定数）。
【００７７】
　（他の実施の形態）
　上述したフローチャートを用いて説明した活動年齢を算出し出力するための方法は、プ
ログラムとして提供することもできる。方法を実現するためプログラムは、予め歩数計１
００のメモリ５０に格納されており、ＣＰＵ１０がメモリ５０から当該プログラムを読出
し、命令コードを実行することにより処理が実現される。このプログラムは、通信Ｉ／Ｆ
６０を介して、通信回線を経由し、装置２００を含む外部の情報処理装置からメモリ５０
にダウンロードされることにより供給されてもよい。
【００７８】
　また、装置２００は、このようなプログラムおよび図４のデータを、メモリ２０２に格
納し、ＣＰＵ２０１がメモリ２０２から当該プログラムを読出し、命令コードを実行する
ことにより装置２００において活動年齢の算出がされて、出力部２０３を介して表示され
てもよい。図４のデータは、通信Ｉ／Ｆ６０を介して歩数計１００から装置２００に送信
される。装置２００により算出された活動年齢は歩数計１００に送信されて、ディスプレ
イ２０に表示されてもよい。
【００７９】
　装置２００に活動年齢を算出させるために、プログラムは、装置２００に付属する図示
のないフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ２０６、メモリ２０２のＲＯＭ（Read Only 
Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）およびメモリカードなどのコンピュータ読取
り可能な記録媒体に記録されたプログラム製品として、装置２００に提供される。あるい
は、装置２００が内蔵する図示のないハードディスクなどの記録媒体に予めプログラムを
記録させておくことにより、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを
介した他の情報処理装置から装置２００へのダウンロードによって、プログラムを提供す
ることもできる。
【００８０】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
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、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００８１】
　１１　活動量取得部、１２　運動強度取得部、１３　活動消費カロリー算出部、１４　
目標消費カロリー取得部、１５　指標取得部、１６　活動年齢取得部、１７　出力処理部
、１８　指標出力部、２０　ディスプレイ、３０　操作部、５１　目標活動年齢、５３　
基礎代謝量、５４　予測活動年齢、５５　換算テーブル群、５６　実年齢データ、５７　
体格データ、５８　消費カロリー履歴データ、５９　性別データ、１００　歩数計。

【図１】 【図２】
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【図１１】
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